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令和４年度補正の第１０回事業再構築補助金の公募が 3 月 30日から始まりました。公募締切りは、

6 月 30 日（金）です。申請の準備には時間がかかりますので早めの準備が必要です。今回は第 9回か

らの変更点を中心にまとめます。 

 

①９次公募からの変更点・注意点 

◆売上減少要件(売上 10%以上減少など)が撤廃 

これまでは、売上が下がっていないと使えない補助金でしたが、第 10回では撤廃され売上が下が

っていない会社であっても申請が可能になりました。（一部枠例外あり） 

◆事前着手制度の対象期間の見直し 

補助金は交付決定を受けてから購入契約（発注）をすることが原則ですが、事業再構築補助金は例

外的に「事前着手制度」が設けられており、既に発注が済んだものも事前着手の承認を受ければ補助

対象にすることができます。今回事前着手承認制度について、2022 年 12 月 2 日以降（前回までは

2021 年 12 月 19 日以降）に購入契約（発注）のものとなりました。なお、事前着手制度は最低賃金

枠、物価高騰対策・回復再生応援枠の場合のみです。 

 

②申請枠と最大補助金額（従業員数により変わる）、主な要件 

〈新設〉成長枠 （＝旧通常枠） 最大 7000 万円 

取り組む事業が、10 年間で市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること。指

定されている業種は、120業種(3 月 13日時点)。対象かどうか確認しましょう。（対象業種

は、事業再構築補助金公式HP にて）指定された業種・業態以外であっても、業界団体を通

すなどして認められた場合、指定してもらえる可能性もあります。対象ではない場合も、あ

きらめずに働きかけることが大切です。 

〈見直〉グリーン成長枠 最大 1.5 億円  

グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題解決に資する取組みの場合 

〈新設〉産業構造転換枠 最大 7000 万円 

     市場縮小が課題の業種・業態に属する場合。成長枠同様、指定業種等はHP で確認 

〈新設〉サプライチェーン強靭化枠 最大 5 億円 

海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の 

活性化に取り組む場合 

〈継続〉最低賃金枠 最大 1500 万円  

指定の期間で①売上 10％減少②最低賃金+30 円以内の従業員が 10％以上いる場合 

〈継続〉物価高騰対策・回復再生応援枠 最大 3000 万円 

     指定の期間で①売上 10%減少②中小企業活性化協議会等で再生計画策定中等いずれか 

〈上乗〉大規模賃金引上促進枠 最大 3000 万円 

     ①事業場内最低賃金を年額 45円以上の水準で引き上げる、②従業員数を年率平均 1.5% 

以上増員することが要件で、成長枠、グリーン成長枠に補助額が上乗せされる 

 

令和４年度補正の新しい事業再構築補助金がスタート 
 

 
 


